
  

 

介護支援専門員の実務に従事するためには、介護支援専門員資格登録簿に登録され、介

護支援専門員証の交付を受けなければなりません。 

資格に関する申請及び届出についてお知らせします。 

 

１ 介護支援専門員の登録を受けるには、登録申請が必要です。 

 

登録を受けようとする人は 

介護支援専門員実務研修修了後３か月以内に 

様式第１号 「介護支援専門員登録申請書」を提出 

※ 平成１７年度までに介護支援専門員実務研修を終了されている方は、介護支援専門員資格

登録簿に既に登録済みとなっていますので、改めて申請の必要はありません。 

 

２ 介護支援専門員証の交付を受けるには交付申請が必要です。 

介護支援専門員の実務に従事しない場合は、介護支援専門員証の交付申請をする必要はあ

りません。 

① 登録と同時に交付を受けようとする人は 

介護支援専門員実務研修修了後３か月以内に 

様式第２号 「介護支援専門員登録申請書（兼）介護支援専門員証交付申請書」を提出 

手数料として、香川県証紙４，２００円分が必要 
 

② 登録後に交付を受けようとする人は 

様式第３号 「介護支援専門員証交付申請書」を提出 

手数料として、香川県証紙４，２００円分が必要 

※ 登録後５年を過ぎると、交付申請をするためには、再研修を受けていただく必要があります。 

※ 介護支援専門員の各種研修については、毎年５～６月頃、県のホームページに、実施時期や、

申し込み方法、受付期間等について掲載しますので、そちらをご覧ください。 

 

３ 介護支援専門員証（介護支援専門員登録証明書）の有効期間が満了した後、介護支援専

門員証の交付を受けるためには、再研修の受講が必要です。 

 

再研修を受講された人は 

様式第３号 「介護支援専門員証交付申請書」を提出 

手数料として、香川県証紙４，２００円分が必要 

※ 介護支援専門員証（介護支援専門員登録証明書）の有効期間が満了した場合でも、改めて

介護支援専門員実務研修受講試験を受験する必要はありません。 

※ 介護支援専門員の各種研修については、毎年５～６月頃、県のホームページに、実施時期や、

申し込み方法、受付期間等について掲載しますので、そちらをご覧ください。 

 



４ 介護支援専門員証の有効期間を更新するためには、所定の研修の受講が必要です。 

 

   更新のために必要な研修を受講された人は 

研修を受講後、有効期間満了の１か月前までに 

様式第４号 「介護支援専門員証有効期間更新交付申請書」を提出 

手数料として、香川県証紙４，２００円分が必要 

※ 有効期間満了日までの５年間に、更新のための研修の受講が必要となります。 

 現在、介護支援専門員登録証明書をお持ちの人も、介護支援専門員証に更新して切り替える

には、その有効期間満了日までに研修の受講が必要となります。 

※ 介護支援専門員の各種研修については、毎年５～６月頃、県のホームページに、実施時期や、

申し込み方法、受付期間等について掲載しますので、そちらをご覧ください。 

 

５ 介護支援専門員資格登録簿に登録されている住所や氏名が変更になった場合、届出が

必要です。 

  介護支援専門員の個人情報の保護を目的として、平成 27 年 4 月 1 日以降交付分から介護支

援専門員証の住所表記がなくなります。 

既にお持ちの住所表記のある介護支援専門員証は有効期間満了日まで有効です。 

 介護支援専門員証の書換えが必要になるのは、氏名の変更があった場合です。 

住所のみの変更の場合は、介護支援専門員証の書換えの必要はありませんが、登録事項の変

更届は必要です。 

上記に関わらず、住所表記のない介護支援専門員証の交付を希望する場合は、再交付の申請

の例に準じ交付します。 

 

  ① 介護支援専門員証の交付を受けていない場合で、住所や氏名を変更した人は 

様式第５号 「介護支援専門員登録事項変更届出書」を提出 

 

  ② 介護支援専門員証の交付を受けていない場合で、住所や氏名を変更し、介護支援専

門員証の交付を申請する人は 

様式第６号 「介護支援専門員登録事項変更届出書（兼）介護支援専門員証交付申

請書」を提出 

手数料として、香川県証紙４，２００円分が必要 

 

  ③ 介護支援専門員証の交付を受けている場合で、氏名を変更した人は 

   様式第７号 「介護支援専門員登録事項変更届出書（兼）介護支援専門員証書換交

付申請書」を提出 

手数料として、香川県証紙１，６００円分が必要 

 

 ④ 介護支援専門員証の交付を受けている場合で、氏名と住所を変更した人は 

様式第７号 「介護支援専門員登録事項変更届出書（兼）介護支援専門員証書換交

付申請書」を提出 

手数料として、香川県証紙１，６００円分が必要 

 

 



   ⑤ 介護支援専門員証の交付を受けている場合で、住所を変更した人は 

様式第５号 「介護支援専門員登録事項変更届出書」を提出 

※登録している住所を変更しますが、証の交付はしません。現在お持ちの、有効期間内

の証を引き続き使用してください。 

 

住所表記のない介護支援専門員証の交付を希望する場合は、再交付の申請の例に準じ

交付します。 

 

６ 介護支援専門員証の紛失等により、再交付を申請する場合、再交付申請が必要です。 

 

再交付を申請する人は 

様式第８号 「介護支援専門員証再交付申請書」を提出 

手数料として、香川県証紙１，１００円分が必要 

 

７ 介護支援専門員の登録を受けている人が、死亡など次の事項に該当することとなった場

合、届出が必要です。 

 

   届出を行う人は 

    死亡した日から３０日以内、又は次の事項に該当したことを知った日から３０日以内に 

    様式第９号 「介護支援専門員死亡等届出書」を提出 

 

届出事項の種類 届出を行う人 

登録者の死亡 登録者の相続人 

心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことが

できない者として厚生労働省令で定めるものに該当するに至

った場合 

本人又はその法定代理人若しく

は同居の親族 

登録者が禁錮以上の刑（執行猶予を含む）に処せられた場合 本人 

登録者が介護保険法等（※）の規定により罰金の刑（執行猶予を

含む）に処せられた場合 
本人 

 

※ 介護保険法以外の該当法令（介護保険法施行令第 35 条の 2） 

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号） 栄養士法（昭和 22 年法律第 245 号） 

医師法（昭和 23 年法律第 201 号） 歯科医師法（昭和 23 年法律第 202 号） 

保健師助産師看護師法（昭和 23 年法律第 203 号） 歯科衛生士法（昭和 23 年法律第 204 号） 

医療法（昭和 23 年法律第 205 号） 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号） 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和

25 年法律第 123 号） 
生活保護法 

社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号） 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号） 

薬剤師法（昭和 35 年法律第 146 号） 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号） 



理学療法士及び作業療法士法（昭和 40 年法律第

137 号） 
高齢者の医療の確保に関する法律 

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律第

30 号） 
義肢装具士法（昭和 62 年法律第 61 号） 

精神保健福祉士法（平成 9年法律第 131 号） 言語聴覚士法（平成 9年法律第 132 号） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に

関する法律（平成 17 年法律第 124 号）  

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77

号） 

子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号） 

再生医療等の安全性の確保等に関する法律（平成

25 年法律第 85 号） 

国家戦略特別区域法（平成 25 年法律第 107 号。第 12

条の 5 第 15 項及び第 17 項から第 19 項までの規定に

限る。） 

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成

26 年法律第 50 号） 
公認心理師法（平成 27 年法律第 68 号） 

民間あっせん機関による養子縁組のあっせん

に係る児童の保護等に関する法律（平成 28 年

法律第 110 号） 

臨床研究法（平成 29 年法律第 16 号） 

 

８ 登録を移転する場合、申請が必要です。 

 

（１）香川県以外の都道府県で登録されている人で、香川県に所在する次の事業者又は施設

（※）の業務に従事している、又は従事しようとする場合には、香川県に登録を移転すること

ができます。 

 

 ① 香川県へ登録移転する人は 

現在登録されている都道府県へ 

様式第１０号 「介護支援専門員登録移転申請書」を提出 

（登録元の都道府県を経由して、香川県に書類が提出されます。） 

 

 ② 香川県への登録移転と同時に介護支援専門員証の交付を受けようとする人は 

現在登録されている都道府県へ 

様式第１１号 「介護支援専門員登録移転（兼）介護支援専門員証交付申請書」を提出 

手数料として香川県証紙４，２００円分が必要 

（登録元の都道府県を経由して、香川県に書類が提出されます。） 

 

※事業者又は施設（介護保険法 69 条の 3 及び介護保険法施行規則 113 条の 9） 

・指定居宅介護支援事業者 

・特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者 

・小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者 

 生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス（看護 

 小規模多機能型居宅介護に限る。）に係る指定地域密着型サービス事業者 



・基準該当居宅介護支援事業者 

・介護保険施設 

・介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者 

・介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る 

 指定地域密着型介護予防サービス事業者 

・指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援事業者 

・地域包括支援センター 

 

（２）香川県から他の都道府県へ登録を移転される場合は、移転先の都道府県に必要な書類

を確認のうえ、申請書を香川県長寿社会対策課介護人材グループあてに提出してください。 

 

９ 介護支援専門員の登録を本人の申請により消除することができます。 

 

登録を消除する人は 

様式第１２号 「介護支援専門員登録消除申請書」を提出 

 

１０ 登録が消除されたり、登録移転等により介護支援専門員証が効力を失ったり、紛失した

介護支援専門員証（介護支援専門員登録証明書）を発見した場合には、介護支援専門員

証（介護支援専門員登録証明書）の返納が必要です。 

 

返納する人（本人、又は７の届出者）は 

様式第１３号 「介護支援専門員証（登録証明書）返納届出書」を提出 

 

１１ １～１０までの申請や届出（６の再交付申請を除く）を行うときに、添付書類とされている

介護支援専門員証等を紛失している場合には、紛失届けが必要です。 

 

   申請や届出を行う人が  

申請や届出と同時に 

様式第１４号 「介護支援専門員証等紛失届出書」を提出 


